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おいらせ町議会 平成２７年第１回臨時会記録 

おいらせ町議会   平成２７年第１回臨時会記録 

招 集 年 月 日 平成２７年５月８日（金） 

招 集 の 場 所 おいらせ町役場本庁舎議場 

開 会 平成２７年５月８日 午前１０時０３分 臨時議長宣告 

閉 会 平成２７年５月８日 午後 ３時５３分 議長宣告 

応 招 議 員 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

１番 澤 上   勝 ２番 澤 上   訓 

３番 木 村 忠 一 ４番 髙 坂 隆 雄 

５番 田 中 正 一 ６番 平 野 敏 彦 

７番  山   忠 ８番 川 口 弘 治 
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１３番 佐々木 光 雄 １４番 松 林 義 光 

１５番 沼 端   務 １６番 馬 場 正 治 

不 応 招 議 員 なし 

出 席 議 員 １５名 

欠 席 議 員   １３番    佐々木 光 雄 

地方自治法第
121条の規定に
より説明のた
め出席した者
の職氏名 

職     名 氏   名 職     名 氏   名 

町 長 三 村 正太郎 副 町 長 柏 崎 源 悦 

分 庁サー ビス課 長 松 林 光 弘 総 務 課 長 田 中 富 栄 

環 境 保 健 課 長 松 林 由 範 介 護 福 祉 課 長 倉 舘 広 美 

企 画 財 政 課 長 小 向 道 彦 農 林 水 産 課 長 松 林 政 彦 

まちづくり防災課長 松 林 泰 之 商 工 観 光 課 長 澤 田 常 男 

税 務 課 長 柏 崎 尚 生 教 育 長 福 津 康 隆 

町 民 課 長 小 向 仁 生 学 務 課 長 泉 山 裕 一 

教 育委員 会委員 長 加 藤 正 志 地 域 整 備 課 長 澤 口   誠 

社会教育・体育課長 北 向   勝 会 計 管 理 者 袴 田 光 雄 

農 業 委 員 会 会 長 山 崎 市 松 農業委員会事務局長 松 林 政 彦 

選挙管理委員会委員長 相 坂 一 男 選挙管理委員会事務局長 田 中 富 栄 

病 院 事 務 長 山 崎 悠 治 監 査 委 員 事 務 局 長 中 野 重 男 

監 査 委 員 名古屋 誠 一   



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２－ 

本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名 

事 務 局 長 中 野 重 男 事 務 局 次 長 小 向 正 志 

臨 時 職 員 吉 田 美 里   

町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 副議長の選挙 

 ４ 議席の指定 

 ５ 常任委員会委員の選任 

 ６ 議会運営委員会委員の選任 

 ７ 議会広報編集調査特別委員会の設置 

 ８ 八戸地域広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

 ９ 十和田地域広域事務組合議会議員の選挙 

１０ 十和田地区環境整備事務組合議会議員の選挙 

１１ 上北地方教育・福祉事務組合議会議員の選挙 

１２ 農業委員会委員の推薦について 

１３ 諸般の報告 

１４ 議案の一括上程について 

１５ 報告第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

１６ 報告第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

１７ 報告第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

１８ 報告第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

１９ 報告第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

２０ 報告第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

２１ 報告第 ８号 専決処分の承認を求めることについて 

２２ 報告第 ９号 専決処分の承認を求めることについて 

２３ 報告第１０号 専決処分の承認を求めることについて 

２４ 報告第１１号 専決処分の承認を求めることについて 

２５ 芳香第１２号 専決処分の承認を求めることについて 

２６ 報告第１３号 専決処分の承認を求めることについて 

２７ 報告第１４号 専決処分の承認を求めることについて 

２８ 報告第１５号 専決処分の承認を求めることについて 

２９ 議案第４７号 おいらせ町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

３０ 委員会の閉会中の継続調査申し出について 
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議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時０３分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

３番  木 村 忠 一 議員 

 

４番  髙 坂 隆 雄 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（中野重男君） 

 

 定刻になりました。 

 本臨時会は、一般選挙後、初めての議会となります。 

 議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定に

よって、出席議員の中で、年長の議員が臨時に議長の職務を行

うことになっています。 

 議員の中では、年長の議員は佐々木光雄議員でありますが、

本日、都合により欠席ということで連絡をいただいておるとこ

ろでございます。ご報告させていただきます。 

 そこで、出席している議員の中の年長者でありますが、次に、

山 忠議員が本日の出席議員の中の年長ということでござい

ます。 山議員につきましては、議長席にお着き願いますよう

お願いいたします。 

 

 山臨時議長  おはようございます。 

 ただいまご紹介いただきました 山 忠でございます。 

 規定によって、臨時議長の職務を行います。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

 

会議成立 山臨時議長  ただいまの出席議員数は１５人でございます。定足数に達し
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開会宣告 ておりますので、これより平成２７年第１回おいらせ町議会臨

時会を開会いたします。 

  （開会時刻 午前１０時０３分） 

 山臨時議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、１３番、佐々木光雄議員は、本日、所用のため欠席と

の申し出がありましたのでご報告いたします。 

 

議事日程報告 山臨時議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ここで、本臨時会招集に当たり、町長から発言の申し出があ

りますので、これを許します。 

 

町長挨拶 町長 

（三村正太郎君） 

 おはようございます。 

 本日招集いたしました、平成２７年第１回おいらせ町議会臨

時会開会に当たり、議員各位におかれましては、何かとご多用

のところ、ご出席を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 また、議員各位には、去る４月２６日執行のおいらせ町議会

議員一般選挙におきまして、多くの町民の皆様から大きな期待

と思いを託され見事に当選されました。心からお祝いを申し上

げますとともに、深く敬意を表するものであります。 

 申し上げるまでもなく、執行機関である行政と、議決機関で

ある議会は車の両輪であると言われております。皆様とは議会

での活発なご議論などを通して、お互いが協力をし、尊重をし

合いながら、よりよい町政の実現を目指してまいりたいと考え

ております。 

 今後の４年間、それぞれのお立場より議論を尽くして、とも

に歩みを進め、町民の幸せとおいらせ町発展のためにご尽力を

賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 そして、来年３月１日は、おいらせ町が誕生して１０周年と

いう大きな節目を迎えます。さきの３月定例会の所信表明にお

いても述べさせていただきましたが、私は、誕生１０周年を迎

える今年度を重要な年と位置づけ、これを契機に、町民のさら

なる一体感の醸成を図るとともに、地域間の融和と絆をより深

めたいと考えております。そのことにより、おいらせ町が持つ

潜在能力が引き出され、その力こそが町発展の大きなかぎにな

ると信じております。 
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 地方を取り巻く社会経済環境は大変厳しい状況が続きます

が、町民の幸せと町の発展のため、全力で取り組み、私の政策

目標とする「笑顔あふれる元気な町」、さらには、町の将来像「奥

入瀬川の恵みと笑顔あふれるまち」の実現を目指し、皆様と力

を合わせ、ともに知恵を出し、汗を流しながら歩んでまいりた

いと考えております。 

 議員の皆様には、より一層のご理解とご協力を賜りますよう、

心からお願いを申し上げまして、挨拶といたします。 

 

仮議席の指定 

 

山臨時議長  それでは、日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

 

議長の選挙 山臨時議長  日程第２、議長の選挙を行います。 

 

 山臨時議長  暫時休憩いたします。 

  （休憩 午前１０時０８分） 

 山臨時議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午前１０時１０分） 

 山臨時議長  選挙は、地方自治法第１１８条第１項の規定によって、投票

により行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員数は１５人です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に、１番、

澤上 勝議員、２番、澤上 訓議員を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名で行います。 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 山臨時議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

  （投票箱点検） 

 山臨時議長  異状なしと認めます。 
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 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票

願います。 

  （氏名点呼・投票） 

 山臨時議長  投票漏れはありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 山臨時議長  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 １番、澤上 勝議員及び２番、澤上 訓議員、開票の立ち会

いをお願いいたします。 

  （開 票） 

 山臨時議長  それでは、選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 １５票 

   有効投票   １４票 

   無効投票    １票 

  有効投票のうち 

   馬場正治議員 １４票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３．７５票です。 

 したがって、馬場正治議員が議長に当選されました。 

 議場の出入り口の閉鎖を解きます。 

  （議場開鎖） 

 山臨時議長  ただいま議長に当選された馬場正治議員が議場におられま

す。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、本席から当選の告

知をいたします。 

 当選された馬場正治議員に、議長就任のご挨拶をお願いいた

します。ご登壇願います。 

 

議長挨拶 馬場議長  ただいま議長に選任されました馬場正治でございます。 

 投票いただきました議員の皆様に心より感謝を申し上げたい

と思います。 

 私は、これまで４年間、副議長として佐々木光雄議長を補佐

し、さまざまな経験をさせていただいた中で、今回の選挙に臨
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み、議会の活性化と町民にわかりやすい議会運営をもって、明

るいおいらせ町づくりに微力ながら力を注ぎたいと考えており

ます。決意しております。 

 これから一生懸命、議長として頑張ってまいりますので、皆

様のご協力をよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではござ

いますが、就任に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

 山臨時議長  これで臨時議長の職務は全部終了いたしました。 

 ご協力、まことにありがとうございました。 

 馬場正治議長、議長席にお着き願います。 

  ＊＊新議長、着席＊＊ 

 馬場議長  それでは、事務打ち合わせのため、暫時休憩いたします。 

  （休憩 午前１０時２３分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午前１０時３４分） 

会議録署名議

員の指名 

馬場議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、３番、木村忠一議員及び４番、

髙坂隆雄議員を指名いたします。 

 

会期議題 馬場議長  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日とすることに決しまし

た。 

 

副議長選挙 馬場議長  日程第３、副議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定

によって指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 
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 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定しました。 

 副議長に沼端 務議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました沼端 務議員を副議長の当選人

として定めることにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました沼端 務議員が副議長に当選

されました。 

 ただいま副議長に当選されました沼端 務議員が議場におら

れます。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をしま

す。 

 当選された沼端 務議員に副議長就任のご挨拶をお願いいた

します。ご登壇願います。 

 

副議長挨拶 副議長 

（沼端 務君） 

 ただいま副議長に選任されました沼端 務です。 

 馬場正治議長とともに、このおいらせ議会をより一層、先ほ

ど議長が申したとおり、協力いたしまして、皆さんとともにお

いらせ議会の質を高めていきたいと思います。 

 どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げ、挨拶にかえさ

せていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

 馬場議長  日程第４、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において

指定をいたします。 

 議席番号と議員の指名を事務局長に朗読させます。 

  （事務局長・議席朗読） 

 馬場議長  ただいま朗読したとおり、議席を指定いたします。 
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 ここで、議席指定に伴う席がえを行います。 

 暫時休憩します。 

  （休憩 午前１０時３９分） 

 馬場議長  休憩を取り消し、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時１２分） 

 馬場議長  日程第５、常任委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任については、おいらせ町議会委員会条例第７

条第４項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指

名したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、常任委員には、お手元に配りました名簿のとおり選

任することに決定しました。 

 ただいま選任いたしました各常任委員の方々は、次の休憩中

に、総務文教常任委員会は第１委員会室で、また、産業民生常

任委員会は第２委員会室で、それぞれの委員会を開き、正副委

員長の互選を行い、その結果を報告願います。 

 ここで、それぞれの委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時１３分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時２５分） 

 馬場議長  各常任委員会における正副委員長の互選の結果について報告

がありましたので、お知らせいたします。 

 総務文教常任委員長に吉村敏文議員、同副委員長に佐々木光

雄議員が、また、産業民生常任委員長に 山 忠議員、同副委

員長に田中正一議員が、それぞれ選任されました。 

 以上、報告いたします。 

 日程第６、議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 議会運営委員の選任については、おいらせ町議会委員会条例

第７条第４項の規定によって、お手元に配りました名簿のとお

り、指名したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０－ 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員には、お手元に配りました名簿のとお

り選任することに決定しました。 

 ただいま選任いたしました議会運営委員の方々は、次の休憩

中に、第２委員会室で委員会を開き、正副委員長の互選を行い、

その結果を報告願います。 

 暫時休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時２７分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時３７分） 

 馬場議長  議会運営委員会における正副委員長の互選の結果について報

告がありましたので、お知らせいたします。 

 委員長には澤頭好孝議員、同副委員長には平野敏彦議員が選

任されました。 

 以上、報告いたします。 

 日程第７、議会広報編集調査特別委員会の設置を議長発議に

より議題といたします。 

 おいらせ町議会の活動を広く町民に知らせるため、議会広報

「ぎかいだより懸橋」を発行したいと考えております。 

 お諮りします。 

 この議会広報の編集等については、お手元に配りました資料

のとおり、６名の委員で構成する議会広報編集調査特別委員会

を設置し、これに付託の上、調査終了まで閉会中の継続調査と

いたしたいと思います。 

 れにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件については、６名の委員で構成する議会広報編

集調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査終了までの

閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置が決定されました議会広報編集調査特別委員会

の委員の選任については、おいらせ町議会委員会条例第７条第

４項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名した
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いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、議会広報編集調査特別委員会は、お手元に配りまし

た名簿のとおり選任することに決しました。 

 ただいま選任いたしました委員の方々は、次の休憩中に、第

２委員会室において、議会広報編集調査特別委員会を開催し、

委員長並びに副委員長の互選を行い、その結果を報告願いま

す。 

 暫時、休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時３９分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時４９分） 

 馬場議長  議会広報編集調査特別委員会の正副委員長互選の結果につい

て報告がありましたのでお知らせいたします。 

 委員長に平野敏彦議員、副委員長には髙坂隆雄議員が選任さ

れました。 

 以上、報告いたします。 

 お昼のため、午後１時３０分まで休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時５０分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午後 １時４０分） 

 馬場議長  お諮りいたします。 

 日程第８、八戸地域広域市町村圏事務組合議会議員の選挙か

ら日程第１１、上北地方教育・福祉事務組合議会議員の選挙に

ついてまで、以上４件について一括議題とし、選挙の方法は地

方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、日程第８から日程第１１までについての組合議会議

員の選挙についての４件について一括議題とし、選挙の方法は

指名推選で行うことに決しました。 
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 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定しました。 

 八戸地域広域市町村圏事務組合議会の議員には吉村敏文議員

を、十和田地域広域事務組合議会の議員には木村忠一議員並び

に澤上 訓議員を、十和田地区環境整備事務組合議会の議員に

は澤上 勝議員を、上北地方教育・福祉事務組合議会の議員に

は髙坂隆雄議員を、それぞれ指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長が指名しました各議員をそれぞれの組合議会

議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました各議員が、それぞれの組合議

会議員に当選されました。 

 ただいま当選されましたそれぞれの議員が議場におられます

ので、おいらせ町議会会議規則第３３条第２項の規定によって、

当選の告知をします。 

 日程第１２、農業委員会委員の推薦についてを議題といたし

ます。 

 お諮りします。 

 農業委員会等に関する法律第１２条第１項第２号の規定によ

り推薦する議会推薦の農業委員は２人といたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員は２人とすることに決しました。 

 お諮りします。 

 農業委員会委員の推薦については、地方自治法第１１８条第

２項の規定により指名推選の方法によりたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、推薦の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 農業委員会委員に西館芳信議員並びに田中正一議員を指名い

たします。 

 それでは、初めに、西館芳信議員は、地方自治法第１１７条

の規定に該当し除斥されますので、退席を求めます。 

  （西館芳信議員 退席） 

 馬場議長  お諮りします。 

 ただいま指名いたしました西館芳信議員を農業委員会委員と

して推薦することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、西館芳信議員を農業委員会委員として推薦すること

に決定しました。 

 西館芳信議員の入場を許します。 

  （西館芳信議員 着席） 

 馬場議長  次に、田中正一議員は、地方自治法第１１７条の規定に該当

し除斥されますので、退席を求めます。 

  （田中正一議員 退席） 

 馬場議長  お諮りします。 

 ただいま指名いたしました田中正一議員を農業委員会委員と

して推薦することに異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、田中正一議員を農業委員会委員として推薦すること

に決定しました。 
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 田中正一議員の入場を許します。 

  （田中正一議員 着席） 

 馬場議長  西館芳信、田中正一両議員にお知らせします。 

 両議員を、議会推薦の農業委員として推薦することに決定し

ました。 

 説明員入場のため、暫時休憩いたします。 

  （休憩 午後１時４５分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後１時４９分） 

 馬場議長  日程第１３、諸般の報告をいたします。 

 議長としての報告事項は、印刷をしてお手元に配付している

とおりです。ご了承ください。 

 本臨時会中は、広報写真の撮影のため、担当係員の議場内出

入りを許可しておりますので、ご報告しておきます。 

 次に、一般選挙後、初めての議会でもあり、行政委員会委員

長及び各課長の紹介並びに今年度の新採用町職員の紹介をした

い旨、申し入れがありましたので、これを許します。 

 

各行政委員の

紹介 

教育委員会委員長 

（加藤正志君） 

 

 教育委員会委員長の加藤正志です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 選挙管理委員会委員長 

（相坂一男君） 

 

 選挙管理委員会委員長の相坂一男です。よろしくお願いいた

します。 

 

 農業委員会会長 

（山崎市松君） 

 農業委員会会長の山崎市松です。よろしくお願いします。 

 

 代表監査委員 

（名古屋誠一君） 

 監査委員の名古屋誠一です。よろしくお願いいたします。 

 

副町長の紹介 副町長 

（柏崎源悦君） 

 副町長柏崎源悦です。よろしくお願いします。 

 

各課長の紹介 分庁サービス課長 

（松林光弘君） 

 分庁サービス課長の松林光弘です。よろしくお願いします。 

 

 町民課長 

（小向仁生君） 

 町民課長の小向仁生です。よろしくお願いします。 

 

 税務課長  税務課長の柏崎尚生です。よろしくお願いします。 
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（柏崎尚生君）  

 会計管理者 

（袴田光雄君） 

 会計管理者の袴田光雄です。どうぞよろしくお願いします。 

 環境保健課長 

（松林由範君） 

 環境保健課長の松林由範です。よろしくお願いいたします。 

 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

 介護福祉課長の倉舘広美です。よろしくお願いします。 

 商工観光課長 

（澤田常男君） 

 商工観光課長の澤田常男です。よろしくお願いします。 

 まちづくり防災課長 

（松林泰之君） 

 まちづくり防災課長の松林泰之です。よろしくお願いします。 

 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 企画財政課長の小向道彦です。よろしくお願いします。 

 総務課長 

（田中富栄君） 

 総務課長の田中富栄です。よろしくお願いします。 

 教育長 

（福津康隆君） 

 教育長の福津康隆です。よろしくお願いいたします。 

 学務課長 

（泉山裕一君） 

 学務課長の泉山裕一です。よろしくお願いいたします。 

 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 社会教育・体育課長の北向 勝です。よろしくお願いします。 

 農林水産課長 

（松林政彦君） 

 農林水産課長及び農業委員会事務局長の松林政彦です。よろ

しくお願いします。 

 

 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 地域整備課長の澤口 誠です。よろしくお願いいたします。 

 病院事務長 

（山崎悠治君） 

 病院事務長の山崎悠治です。よろしくお願いします。 

新採用町職員

の紹介 

総務課長 

（田中富栄君） 

 続きまして、今年度採用いたしました職員を紹介いたします

ので、入場するまで少々お待ちください。 

 礼。それでは、自己紹介をお願いいたします。 

 

 （玉手美季君）  ４月から税務課に配属されました玉手美季と申します。一川

目に住んでおります。よろしくお願いします。 
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 （三村雄大君）  ことしから地域整備課に配属になりました三村雄大です。大

工町出身です。よろしくお願いいたします。 

 

 （清水千春君）  環境保健課健康長寿推進室に配属となりました保健師の清水

千春と申します。八戸市に住んでおります。よろしくお願いい

たします。 

 

 総務課長 

（田中富栄君） 

 礼。それでは、退場してください。 

 ただいま紹介いたしました職員以外に、おいらせ病院に４名、

学務課指導室に１名採用されておりますので、お名前を紹介い

たします。 

 おいらせ病院に看護師姥神順子、看護師北城朋絵、看護師馬

場隆子、言語聴覚士工藤可奈、教育委員会学務課指導室長に附

田 篤、以上が今年度の新採用職員であります。 

 以上で紹介を終わります。 

 

 馬場議長  日程第１４、議案の一括上程について。 

 報告第２号から第１５号までと、議案第４７号の以上１５件

を一括上程いたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。演壇にてお願いしま

す。 

 

提案理由の 

説明 

町長 

（三村正太郎君） 

 それでは、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由

をご説明申し上げます。 

 初めに、報告第２号 おいらせ町一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め

ることについてご説明申し上げます。 

 本件は、平成２７年４月１日付で、おいらせ病院に言語

聴覚士を採用することに伴い、級別職務分類表について所

要の改正を行うため、去る３月２３日に専決処分を行った

ものであります。 

 次に、報告第３号 おいらせ町町税条例等の一部を改正

する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申

し上げます。 

 本件は、地方税法の一部改正に伴い、個人住民税に係るふる
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さと納税特別控除額の上限拡充、住宅ローン減税措置対象期間

の延長、二輪車・小型特殊自動車等に係る軽自動車税率引き上

げ時期の延期等、所要の改正を行うため、去る３月３１日付で

専決処分を行ったものであります。 

 次に、報告第４号 おいらせ町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、ご説明

申し上げます。 

 本件は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税

の課税限度額及び軽減対象世帯に係る所得判定基準の改正を行

うため、去る３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 次に、報告第５号 おいらせ町指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し

上げます。 

 本件は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行

による基準条例の改正に伴い、所要の改正を行うため、去る３

月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その内容につきましては、介護予防のための効果的な支援の

方法に関する具体的取り扱い方針について、条文の整理を行っ

たものであり、国から示された基準をそのまま運用したもので

あります。 

 次に、報告第６号 おいらせ町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の専決処分の承認を求めることについて、ご説明申

し上げます。 

 本件は、報告第５号と同様、介護保険法施行規則等の一部を

改正する省令の施行による基準条例の改正に伴い、所要の改正

を行うため、去る３月３１日付で専決処分を行ったものであり

ます。 

 その内容につきましては、小規模多機能型居宅介護事業所等

における介護サービスの名称、従業者の員数、登録定員、利用

定員及び設備基準の変更やその他条文整理を行ったものであ

り、国から示された基準をそのまま運用したものであります。 

 次に、報告第７号 おいらせ町指定地域密着型介護予防サー
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ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を

求めることについて、ご説明申し上げます。 

 本件は、報告第５号、報告第６号と同様に、介護保険法施行

規則等の一部を改正する省令の施行による基準条例の改正に伴

い、所要の改正を行うため、去る３月３１日付で専決処分を行

ったものであります。 

 その内容につきましては、介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所等における介護サービスの名称、従業者の員数、登録定

員、利用定員及び設備基準の変更やその他条文整理を行ったも

のであり、国から示された基準をそのまま運用したものであり

ます。 

 次に、報告第８号 平成２６年度おいらせ町一般会計補正予

算の専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げま

す。 

 本件は、既定予算の総額から２億２，１４９万８，０００円

を減額し、予算の総額を１０５億９，９７６万９，０００円と

したもので、去る３月３１日付で専決処分を行ったものであり

ます。 

 その主な内容につきましては、歳出では、全般にわたり、事

業費の確定及び精査により、減額したものであります。 

 一方、歳入では、地方交付税の確定に伴う増額と、あわせて、

歳出の減額に伴う国・県支出金及び基金繰入金、町債の減額を

行ったものであります。 

 次に、報告第９号 平成２６年度おいらせ町国民健康保険特

別会計補正予算の専決処分の承認を求めることについて、ご説

明申し上げます。 

 本件は、既定予算の総額から１，０６５万５，０００円を減

額し、予算の総額を２７億９，３６６万５，０００円としたも

ので、去る３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、保険給付費及び共同

事業拠出金を減額し、基金積立金を増額したものであります。 

 一方、歳入では、国庫支出金を増額したほか、共同事業交付金

及び繰入金を減額したものであります。 
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 次に、報告第１０号 平成２６年度おいらせ町奨学資金貸付

事業特別会計補正予算の専決処分の承認を求めることについ

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、既定予算の総額に２２万５，０００円を追加し、予

算の総額を１，６８２万３，０００円としたもので、去る３月

３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その内容につきましては、歳出では、基金積立金を増額し、

一方、歳入では、寄附金及び貸付金収入を増額し、基金繰入金

を減額したものであります。 

 次に、報告第１１号 平成２６年度おいらせ町公共下水道事

業特別会計補正予算の専決処分の承認を求めることについて、

ご説明申し上げます。 

 本件は、既定予算の総額から７３０万４，０００円を減額し、

予算の総額を１０億８，０１２万５，０００円としたもので、

去る３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、事業費の確定によ

り、建設事業費及び公債費を減額し、歳入では、一般会計繰入

金を減額したものであります。 

 次に、報告第１２号 平成２６年度おいらせ町農業集落排水

事業特別会計補正予算の専決処分の承認を求めることについ

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、既定予算の総額から８１万２，０００円を減額し、

予算の総額を１億２，３３２万９，０００円としたもので、去

る３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、事業費の確定によ

り、建設事業費及び公債費を減額し、歳入では、一般会計繰入

金を減額したものであります。 

 次に、報告第１３号 平成２６年度おいらせ町介護保険特別

会計補正予算の専決処分の承認を求めることについて、ご説明

申し上げます。 

 本件は、既定予算の総額から８１２万３，０００円を減額し、

予算の総額を２１億１，９８７万８，０００円としたもので、

去る３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、精査により保険給

付費を減額し、歳入では、県支出金を増額し、繰入金及び町債
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を減額したものであります。 

 次に、報告第１４号 平成２６年度おいらせ町後期高齢者医

療特別会計補正予算の専決処分の承認を求めることについて、

ご説明申し上げます。 

 本件は、既定予算の総額から５７万円を減額し、予算の

総額を１億５，６３８万９，０００円としたもので、去る３月３

１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、額の確定により、

後期高齢者医療広域連合納付金を減額し、歳入では、後期高齢

者医療保険料を減額したものであります。 

 次に、報告第１５号 損害賠償の額の決定に係る専決処分の

報告について、ご説明申し上げます。 

 本件は、地方自治法第１８０条第１項及びおいらせ町の専決

処分できる軽易な事項の指定について第１号の規定により、去

る３月６日付で専決処分を行ったものであります。 

 その内容につきましては、平成２７年２月１８日午後０時１

０分頃、おいらせ町西下谷地地内において、おいらせ町が管理

する道路に生じた穴に、町内在住の方が運転する軽自動車の左

前輪が落ち、左フロントバンパーを破損させたものです。その

損害賠償額として１万３，５００円を支払い、示談が成立して

おります。 

 次に、議案第４７号 おいらせ町監査委員の選任につき同意

を求めることについて、ご説明申し上げます。 

 本案は、議員選出の監査委員に川口弘治氏を選任いたしたく、

地方自治法第１９６条第１項の規定により提案するものであ

り、何とぞ皆さまの満場のご同意を賜りますよう、よろしくお

願いを申し上げます。 

 以上、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由を申し上げま

したが、詳細につきましては、審議の過程におきまして、本職を初

め担当課長に説明させますので、何とぞ慎重にご審議のうえ、議決

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 総務課長 

（田中富栄君） 

 ただいま町長が提案理由を説明いたしましたが、発言に誤り

がありましたので、訂正させていただきたいと思います。 

 提案理由書の１０ページ、上から１０行目ですけれども、「本
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件は、地方自治法第１８０条第１項及びおいらせ町の専決処

分」と町長は発言しましたが、正しくは、「おいらせ町長の専決

処分」ということで、訂正しておわび申し上げます。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  日程第１０、報告第２号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

 総務課長 

（田中富栄君） 

 それでは、報告第２号につきましてご説明を申し上げます。 

 議案書の１ページをお開きください。 

 本件は、言語聴覚士の職員採用に伴い、おいらせ町一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、平成２７年３月２３日

付で専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認

を求めるものであります。 

 専決処分の内容は、平成２７年４月１日付でおいらせ病院に

言語聴覚士を採用することに伴い、おいらせ町一般職の給与に

関する条例の級別職務分類表の医療職給料表（２）に言語聴覚

士に係る職名を追加するものであります。 

 以上で報告を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 ちょっとお伺いしたいんですけれども、これは一般職の職員

になるんですよね。それで、一般職の職員は毎年広報で、６月

ですか、７月ですか、早い時期に職員の採用を町民に案内して

いると思います。 

 そこで、この言語聴覚士は採用試験を受けているのかどうか。
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これは何月の時点でこの言語聴覚士を採用したということです

ね。職員を採用するに専決処分を行うということは、いささか

私は疑問に思って質問をしているんですけれども、いつの時点

で言語聴覚士をおいらせ病院に採用することに決まったのか。 

 それと、この言語聴覚士とはいかなる仕事、職務なのか、ま

ずこの２点をお伺いしたいと思います。 

 

 馬場議長  答弁願います。 

 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（山崎悠治君） 

 それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 この言語聴覚士につきましては、平成２６年度の診療報酬の

改定によるところが大きなものなんですけれども、募集につき

ましては１２月の広報、それから、ハローワークへの求人広告

を出して、理学療法士、または言語聴覚士ということで募集を

しております。 

 それで、翌年１月１８日に面接試験を行いました。この面接

試験につきましては、作文と面接試験でございます。立ち会い

は副町長、院長、総師長、事務長の私の４人で選考いたしまし

た。 

 それで、その後の採用決定の通知でございますけれども、１

月２６日付で採用するという決定を本人宛てに通知しておりま

す。 

 実際の採用につきましては、４月１日付での採用となります。 

 言語聴覚士の仕事、業務内容でございますけれども、これは

平成９年１２月に言語聴覚士法が制定されまして、それに認定

された国家資格であります。脳卒中や脳梗塞、これらの後遺症

によって引き起こされる失語症、それから、事故による頭部外

傷で発生する脳機能障害、先天性の障害、聴覚障害、あとは加

齢に伴って起こる嚥下障害ですね。これらの障害を抱えた患者

をサポートするということで、このサポートによって社会復帰、

それから、自宅復帰を図りまして、自分らしい生活ができるよ

うな支援をしていくというものが主な業務の内容となります。 

 以上で説明を終わります。 
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 馬場議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 採用には反対はしておりません。ただ、この一般職、町の職

員ということでしょう。となれば、私は手法がおかしいと思い

ます。一般職の職員の採用、中・高卒、短大・大卒、毎年、広

報を通じて案内をしております。ですから、幅広く採用すべき

であると思います。 

 今、病院事務長の話を聞いていると、１２月にハローワーク

とか、そのほかの手段も用いて採用試験を行ったと。町長以下

４人で面接をして、１月２６日に採用を決定しているというこ

とです。おかしいのではないですか。 

 一般職も、いや、一般職でしょう。もっと幅広くなぜやらな

いんですか。なぜこのハローワークとか限定して採用するのか。

もうちょっと幅を広くやるとすれば、何人応募があったかわか

りません。もっと多くの応募者が出てくる可能性があると思い

ます。その手段をとるべきであると、私は一般職と同じく、そ

ういうふうな手段をとるべきであると思いますけれども、町側

の見解をお伺いします。 

 それともう１点は、１月２６日に採用を内示、大体決めたと。

だったら、なぜ３月議会に、この専決処分でなくて、３月議会

になぜこの給与の改正を提案しなかったのか。その点、もう一

度お伺いします。 

 

 馬場議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（田中富栄君） 

 １月２６日で採用決定をしておりましたので、３月定例会に

給与条例の改正が間に合ったのではないかということでありま

した。 

 実際に総務課で人事異動の事務事業を進めていったのが実際

に３月定例会が終わってから、新採用も含めて職員人事異動の

作業を行ってまいりました。その中で、病院で採用した言語聴

覚士が給料表の中に、医療職の中に作業療法士とかありました

けれども、言語聴覚士の資格を持った職務が入っていないこと

に気がついたため、３月２３日付で専決したものであります。 

 本来であれば、松林議員がおっしゃったように、もう少し病
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院と採用した職員の職務等についていろいろ詰めておけば、３

月定例会に間に合ったことは確かだと思っております。 

 今後このようなことのないように、もう少し詰めながら条例

等のつき合わせもしながらやっていきたいなというふうに考え

ております。 

 それから、職員の採用についてですけれども、広く一般にと

いうことで、今回は１２月の広報のほうには掲載もしてありま

す。ただ、一般職、行政職であれば、通常大卒であれば７月と

か、高卒・短大であれば９月とか、いろいろ広く公募というか、

広報等でお知らせしながらやっておりましたが、今回の理学療

法士または言語聴覚士については、病院の経営の中でそれらが

いることで診療報酬が上がるとか、そういう経営的な判断もあ

って、その時期に採用というふうに聞いておりました。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 病院の事務長の話を聞くと、国家資格が必要だと。前々から

法律の改正になって、この言語聴覚士が必要であるというふう

な話であります。 

 どういうわけか、うちのほうは１２月にハローワーク等に案

内したと。１月２６日に決定したと。にもかかわらず、３月の

議会にはこの改正を提案しなかったということですね。ですか

ら、私は、やはり危機感がないなと、こう思っております。 

 副町長、まず見解、意見があったらどうぞお願いします。 

 

 馬場議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

 今、それぞれ課長が答弁した内容でそのとおりでございます

が、ただ、３月定例会に提案できなかったことについては、私

どもの不手際でありまして、ただ、言語聴覚士につきましては、

言語聴覚士を置くことによって報酬単価が上がるということ

で、ぜひ法改正で置かなければならないとかということじゃな

くてですね。看護師を募集、作業療法士と言語聴覚士を募集し

た過程の中で、どの方が、ご案内のとおり、医療機関の看護師
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等につきましては非常に応募が少なくて確保するのに大変であ

ると。この１２月に募集をかけたのも、途中からの退職等が出

てきまして、不足が生じることで１２月からの対応をしまして、

そうしたら、幸いなことに、言語聴覚士の募集に関心を持って、

そのことにおいらせ病院が募集しているのでぜひ言語聴覚士の

自分の資格を生かしたいという職員が応募してくれまして、そ

の結果、採用したものでありまして。ただ、手続的にはその結

果、言語聴覚士の給料の制度というんですか、職務の給料表の

中にその職名がなかったもので、それを先ほど総務課長が話を

したように、落としているということで専決処分させていただ

きました。 

 以上でございます。 

 

 馬場議長  １４番、よろしいですか。（「はい」の声あり） 

 ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第２号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第１６、報告第３号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、おいらせ町町税条例等の一部を改正する条例につい

て承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 税務課長。 

 

 税務課長 

（柏崎尚生君） 

 それでは、報告第３号についてご説明申し上げます。 

 議案書の４ページをごらんください。 

 本件は、地方税法の一部を改正する法律が本年３月３１日に
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施行されたこと等に伴い、町税に係る所要の改正を行うため、

去る３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その主な内容でありますが、町県民税については、住宅ロー

ン減税の適用期限の延長及びふるさと納税の申告特例に関して

の規定の整備を図ったものです。 

 固定資産税については、法改正に伴い、平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の土地に係る固定資産税の負担調整

措置を継続して行うこととしました。 

 軽自動車については、原動機付自転車等一部車種の軽自動車

税の引き上げ時期を、平成２７年度から平成２８年度へ延長し

たものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第３号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第１７、報告第４号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 税務課長。 

 

 税務課長 

（柏崎尚生君） 

 それでは、次に、報告第４号についてご説明申し上げます。 

 議案書の２７ページをごらんください。 
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 本件は、地方税法施行令の一部を改正する政令が本年４月１

日から施行されたことに伴い、国民健康保険税に係る所要の改

正を行うため、去る３月３１日付で専決処分を行ったものであ

ります。 

 その主な内容は、保険税の課税限度額引き上げ及び軽減判定

基準の一部見直し等であります。 

 課税限度額については、基礎課税額分を５１万円から５２万

円に、後期高齢者支援金等課税額分を１６万円から１７万円に、

介護保険納付金課税額分を１４万円から１６万円にそれぞれ引

き上げ、合計で８１万円から８５万円への引き上げとなります。 

 軽減対象世帯に係る所得判定基準の見直しについては、世帯

の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額

を、５割軽減については２４万５，０００円から２６万円に、

２割軽減については４５万円から４７万円にそれぞれ引き上げ

たものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第４号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第１８、報告第５号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に
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ついて承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

 報告第５号についてご説明申し上げます。 

 議案書３１ページとなります。 

 本件は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行

による基準条例の改正に伴い所要の改正を行うため、去る３月

３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その内容につきましては、介護予防のための効果的な支援の

方法に関する具体的取り扱い方針について、条文の整理を行っ

たものでありまして、国から示されました基準をそのまま運用

するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第５号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第１９、報告第６号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、おいらせ町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 介護福祉課長。 
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 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

 報告第６号についてご説明申し上げます。 

 議案書の３５ページをごらんください。 

 本件は、報告第５号と同様、介護保険法施行規則等の一部を

改正する省令の施行による基準条例の改正に伴い所要の改正を

行うため、去る３月３１日付で専決処分を行ったものでありま

す。 

 その内容につきましては、小規模多機能型居宅介護事業所等

における介護サービスの名称、従業員の員数、登録定員、利用

定員及び設備基準の変更や、その他条文整理を行ったものであ

りまして、国から示されました基準をそのまま運用するもので

あります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠議員） 

 山です。 

 ちょっと聞きたいところがあるんですけれども、３９ページ

の４番の中に、「通所介護以外のサービスの提供により事故が発

生した場合は」となっているんですけれども、この「介護以外

のサービスの提供」というのはどういうことなんでしょうか。 

 

 馬場議長  答弁願います。 

 介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

 お答えします。 

 この４ですけれども、指定認知症対応型通所介護事業者につ

いては、ここに書いてあります第６３条４項の単独型、併設型、

指定認知症対応型通所介護以外のサービス、この事業所以外の

サービスということで、これ以外ですので、かなり広い範囲の

事業所がいろいろとございまして、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護サービスとか、夜間対応型訪問介護とか、小規模多機
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能型居宅在宅介護等、いろいろな介護サービスの中にはその種

類によって事業所の名称等分類されておりますので、ここに載

っているサービス以外についても同様の措置をしてくださいと

いう内容でございます。（「わかりました。後で聞きに行きます」

の声あり） 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第６号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第２０、報告第７号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、おいらせ町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について承認を求める件であり

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

 報告第７号についてご説明申し上げます。 

 議案書４４ページとなります。 

 本件は、報告第５号及び第６号と同様、介護保険法施行規則

等の一部を改正する省令の施行による基準条例の改正に伴い所

要の改正を行うため、去る３月３１日付で専決処分を行ったも

のであります。 

 その内容につきましては、介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所等における介護サービスの名称、従業員の員数、登録定
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員、利用定員及び設備基準の変更や、その他条文整理を行った

ものであり、国から示されました基準をそのまま運用したもの

であります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第７号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 馬場議長  ここで、暫時休憩いたします。 

 ４５分まで１０分間休憩いたします。 

  （休憩 午後２時３６分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後２時４７分） 

 馬場議長  日程第２１、報告第８号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、平成２６年度おいらせ町一般会計補正予算（第８号）

について、承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 それでは、報告第８号についてご説明申し上げます。 

 議案書５１ページをごらんください。 

 本件は、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ２億２，１４

９万８，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１

０５億９，９７６万９，０００円としたもので、去る３月３１
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日付で専決処分を行ったものであります。 

 ５７ページをごらんください。 

 第２表、地方債補正につきましては、事業費の確定により３

件の減額補正及び１件の廃止を行ったものであります。 

 歳入歳出の主なものにつきましてご説明申し上げますので、

事項別明細書をごらんください。 

 まず、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 

 ２２ページをごらんください。 

 ２款２項５目定住促進対策費の地域の元気再生定住促進助成

金は、実績により１，５００万円を減額したものであります。 

 ２５ページをごらんください。 

 ３款２項２目児童措置費の扶助費は、児童手当及び子育て世

帯臨時特例給付金の実績により３，３２３万５，０００円を減

額したものであります。 

 ３１ページをごらんください。 

 ８款２項３目除雪対策費の除雪作業委託料は、実績により１，

９３７万１，０００円を減額したものであります。 

 その他の内容につきましても、全般にわたり、事業費の確定

及び精査により減額したものであります。 

 次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

 ７ページをごらんください。 

 １０款１項１目地方交付税の特別交付税は、交付決定により

１億３，５９８万３，０００円を増額したものであります。 

 ９ページをごらんください。 

 １４款１項１目民生費国庫負担金の児童手当負担金は、交付

決定により１，６５１万７，０００円を減額したものでありま

す。 

 １０ページをごらんください。 

 １４款２項２目民生費国庫補助金の子育て世帯臨時特例給付

金給付事業費補助金は、交付決定により１，０８６万円を減額

したものであります。 

 １４ページをごらんください。 

 １８款２項１目財政調整基金繰入金は２億５，６４４万２，

０００円を減額したものであります。 

 １７ページをごらんください。 
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 ２１款１項３目消防債のおいらせ消防署分遣所建設事業債

は、事業費の確定により２，４７０万円を減額したものであり

ます。 

 ３９ページ、４０ページをごらんください。 

 給与費明細書は、各種委員等の報酬及び一般職の職員手当の

変更について示したものであります。 

 ４１ページ、４２ページをごらんください。 

 地方債に関する調書は、３件の減額補正及び１件の廃止によ

る変更を反映させた元金の増減見込額と年度末の現在高見込額

を示したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入全款についての質疑

を行います。３ページから１７ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

 次に、歳出について質疑を行います。 

 第２款総務費から第５款労働費までについての質疑を受けま

す。１９ページから２７ページです。 

 質疑ございませんか。 

 ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠議員） 

 ２０ページ、総務費の中の２項企画費１の企画総務費の中の

区分の１３委託料、町民バス運行業務委託料６５万４，０００

円に関連質問をいたしたいと、そう思います。 

 まず、このバスの時間、ダイヤの時間表に関しての不便さと

料金に対する不満を、結構回ってみると聞くんですけれども、

これについての次の改正時期はいつごろと予定しているのか。 

 それから、２２ページの総務費の中の定住促進対策費ですね。

ここの部分について伺いたいんですけれども、今まで利用した

件数はどれぐらい、何件あったのでしょうか。これをまず聞い
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ておきたい。 

 それから、何ページまでだったですか。（「２７ページまでで

す」の声あり）２７ページ。２７ページの衛生費の中の清掃業

務清掃費の清掃総務費ですが、工事請負費マイナスの６１１万

３，０００円ということで最終処分場閉鎖工事費ということで

すが、この最終処分場という意味が、これは旧百石地区の最終

処分場の意味なんでしょうか。これは工事がもう全部終わった

ということでのマイナスということなんでしょうか。これをち

ょっと聞きたいと思いますが。３点です。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 それでは、まずバスの時刻表の改正時期でありますけれども、

まず、主な改正は鉄道のダイヤ改正に合わせたものと、あと町

の町民バスのルート等変えた場合にしていますので、その２通

りがあるかと思っております。 

 あと、２２ページの地域の元気再生の件数でありますけれど

も、平成２６年度は４件でありました。甲洋小学校区が３件と

下田小学校区が１件であります。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  企画財政課長、発言の際は挙手の上、職名を伝えて発言して

ください。 

 環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

（松林由範君） 

 それではお答えをいたします。 

 最終処分場についてですが、場所は、字名でいうと沼端地区

ということになりますけれども、日ケ久保からちょっと上に上

がっていったところにある旧百石町時代に使用していた最終処

分場ということで、その閉鎖工事が平成２６年度に完了をして、

その契約の執行残がこの額を減額したということになります。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ７番。 
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質疑 ７番 

（ 山 忠議員） 

 ２０ページのバスのダイヤの件でしたが、いろいろ、特に北

部のほうの関係からこっちのジャスコのほうへ来るバスの関係

にちょっと時間的な、みんなちょうど都合の合うバスというの

はなかなか難しいと思うんですけれども、そこで、やはり、利

用者の声を聞いて、それでその各地区の利用者の声を聞けるよ

うな、それで再度検討してみてもらったらいかがかなと思いま

す。 

 というのは、そればかりでなくて、青い森鉄道の電車への連

絡体制についても、やはり、いろいろな学生が利用できないよ

うな時間帯になっているというふうな苦情も聞こえてきている

んですよね。 

 したがって、これを改正するときには、各地区の代表を、そ

の代表者に各地区のそれをとりまとめさせたりなんかして、そ

の各地区の代表者が集まって有効な利用の仕方を聞いて、再編

成といったらいいか、ダイヤをつくったらよろしいのではない

かなと思いますけれども、どうですか。そういうような考えは

考えられませんか。 

 それから、２２ページの定住促進対策だったんですが、当初、

これは何件ぐらいを見込んでこういうふうな状況だったんでし

ょうか。 

 また、１件当たりどれぐらいの金額がかかっていたのか。そ

して、同じく促進ポスターなんかの広告料なんかもこういうふ

うにマイナスとしているが、当初よりも少ない定住のそれの結

果であるのであれば、そっちの広告のほうはもっとかけて、も

っともっと定住促進を図るべきではないかなと、そういうふう

に思いますが、これについての考えを聞かせてください。 

 それから、最終処分場の関係ですけれども、これは跡地の利

用はどういうふうな形になるのか。まだ全然、ただ整理したと

いうだけなのか。そこら辺をお聞かせください。 

 

 馬場議長  答弁を求めます。 

 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 まず、バスのルートの見直しでありますけれども、課のほう

でも見直しの検討を、平成２６年度も一部しまして、高校生が
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通えるような見直しを一部行いました。 

 さらに、ことしも皆さん、今言ったような形で声を募って８

月ごろをめどに一部見直していければなというふうな考えを持

っております。 

 あと、地域の元気再生定住促進助成事業ですけれども、当初

１０件ほどを見込んでおりました。新築をすれば基本助成が１

５０万円で、実績とすると。それが４件です。 

 あと子育て加算がありまして、それが２件が１人ずつありま

して、１件は２人あって８０万円と。全部で６８０万円の実績

がありまして、６件分は余ったというふうな形になっておりま

す。 

 あと、ポスターのほうは途中で地方創生のほうが入ってまい

りまして、それのほうに振り分けるということで、平成２６年

度は見送ったというふうなことであります。 

 平成２７年度についてはつくって、さらに宣伝していきたい

というふうに考えていました。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

（松林由範君） 

 お答えをいたします。 

 最終処分場の閉鎖工事の跡地の利用についてでございます

が、閉鎖の工事は完了をいたしましたが、これから今年度も入

れて２年間、水質検査をして異常がなければ正式な閉鎖という

ことで、まだ処分場そのものの最終的な閉鎖はしていない状況

ということでもございますので、跡地の利用等については、現

時点ではまだ白紙でございます。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠議員） 

 ２０ページのダイヤの改正については、もしそういうふうな

８月にでも予定しているのであれば、できれば広く公募といっ

たらおかしいんでしょうけれども、広く改正があるよ、だから

何か意見がある人はどうぞというふうな形での、広く募集して
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やるべきじゃないでしょうか。もしできたらそのときにはそれ

ぞれ連絡をちゃんとして、町内会長だったら町内会長でもよろ

しいのではないかなと思いますけれども、連絡をして、その方々

から意見をよく聞いてやっていただきたいなと、そういうふう

に思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、促進の関係なんですけれども、これについても、

やはり積極的にやっていただきたいと思います。何かさっぱり

どういうふうにどうなっているかなというふうな見えない部分

が多いような気がするので、やっていますよ、ぜひおいらせ町

にというふうなはっきりした表示を出していただきたいと、そ

ういうふうに思いますので、それを考えていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、第２款から第５款までについての質疑を終わり

ます。 

 次に、第６款農林水産業費から第１２款公債費までについて

の質疑を受けます。 

 ２８ページから３８ページです。 

 質疑ございませんか。 

 ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 ３１ページ、除雪作業委託料の減額についてなんですけれど

も、ことしは雪が少なくて、非常に過ごしやすかったと思うん

ですけれども、この除雪委託料の内容的なもので、私はちょっ

と検討の余地があるのではないかなというふうに思っているわ

けなんですが、ということは、ことしはこういうふうな形にな

りましていいんですけれども、これが来年度委託をするときに

除雪車そのものの確保にどういうふうな影響を与えるのか、そ

の辺のところはどういうふうに考えているのか、お伺いします。 

 

 馬場議長  答弁願います。 

 地域整備課長。 
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答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 除雪費の関係ですけれども、今年度につきましては降雪が少

ないということで、このような結果で減額補正をすることがで

きましたが、通年でありますと、１月に専決した後、２月に専

決等しながら増額補正をするような形で今までは対応しており

ます。 

 今回、ご質問の内容につきましては、現在、除雪車両に係る

費用の一部ということで、保守点検費、また保険料の部分で準

備費というような形で出している部分がありますが、その部分

につきましては、今後、機械の確保等も考えながら増額するべ

きなのか、ちょっと比較検討は今後もしていきたいというふう

には考えております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 私は工事そのものが年々減っているような状態です。ですか

ら、除雪車そのものは夏場はほとんど稼働しないわけです。で

すから、会社の経営上、もしこれを処分するとすれば、どれか

ら先にやっていくかというと、稼働率が一番悪いのは除雪車で

す。ですから、どうしても台数を減らしていくということにな

れば、除雪車を一番最初に減らしていくわけなんです。現実は

そういうことなので、冬場だけのことだけで考えていると、除

雪車の確保は、私は年々厳しくなると思いますよ。 

 ことしは少なくてよかったんですけれども、来年また去年み

たいな形の大雪が来た場合は、あと１台でも２台でも、もし減

りましたら対応できないと思いますよ。今年度、今だけ考える

んじゃなくて、これはやはり、少し長期的なもので、もし毎年

毎年これは少なければいいんですけれども、来たときに対応が

できないというふうな形で私は思うんですよ。ましてや、役所

で除雪車を用意するわけではないでしょう、基本的には。 

 だから、私が言うのは、役所でも持たないということは作業

効率が悪いから持たないわけですよ。それを業者にだけ押しつ

けるというのは、どうしても私はちょっとご都合主義かなとい

うふうな思いがするわけですよ。何でも業者に押しつければい
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いんだというふうな感覚じゃないのかなと、私は個人的には思

うわけです。 

 これは効率がいいのであれば、役所で除雪車を確保、用意す

ればいいわけですから。どんどん減らしていくということは効

率が悪いから減らしていくわけでしょう。それは業者であって

も効率が悪いものは減らしたいんですよ。その辺のところをも

う一度どのような感覚でどのような認識を持っているのか答弁

願います。 

 

 馬場議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 除雪機械につきましては、平成２５年度１８社で３６台を確

保しました。平成２６年度につきましては２３社で４３台の確

保をしております。 

 議員の質問にありますように、これ以上減るということであ

りますと、降雪時には対応できないということもありますので、

町としましても、業者の方がもしリースするということであれ

ば町のほうでもリース料のほうを負担するような考えで除雪機

械のほうは確保していきたいという考え等を持っているのと、

あともう一つにつきましては、業者の方の機械の維持管理費の

一部に充てられるような形での準備費なりとか最低保障の部

分、この辺を近隣市町村のほうの状況を見ながら、もう一度今

年度は検討して、冬場に向かっていきたいというふうには考え

ております。 

 あとは来年、再来年、それ以降の部分についても業者のほう

の機械については年々少なくなっていくということが、やはり

考えられますので、その辺につきましては１年だけの話ではな

くて、５年先等を見据えたような形での検討もしてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

 馬場議長  ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

 そのような方向で考えていただければなというふうに思って

おります。 
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 まず、除雪車そのものは、もう減ることはあってもふえるこ

とはないですから。これはもう現実ですから。その辺のところ

で、ことしみたいに雪が少なかったらよかったなというふうな

ものだけで考えていないで、やはり、さっき課長が言ったよう

に、ちょっと長期的な見方で再度検討してもらって進めてもら

いたいというふうに要望しておきます。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ３３ページの災害対策費について質問させていただきます。 

 １３委託料の津波避難誘導標識等測量設計委託料が３１５万

４，０００円の減額、そしてまた、１９節負担金補助及び交付

金のところでは自主防災組織育成支援助成金が１１５万３，０

００円、その下の生活経済活動復興支援助成金が３００万円と

いうふうな形で減額になりましたけれども、これについては、

ちょっと中身を。この避難誘導等設計委託したけれども、この

分が残になったのかどうかというふうな、中身についてちょっ

と説明をいただきたいと思います。 

 それから、３８ページの公債費のところですけれども、補正

額がゼロなんですが、財源の内訳を見ますと、国県支出金が１

６万３，０００円入って、一般財源１６万３，０００円減って

おりますけれども、この国県支出金というのは公債費の償還に

どういうふうな形で充てられているのか、ここの２点、お伺い

します。 

 

 馬場議長  答弁を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（松林泰之君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 まず最初に、津波避難誘導標識関係の部分でございますけれ

ども、ここの分につきましては、入札残が生じましたので、不

用額として減額したというふうなことでございます。 

 次に、自主防災の助成につきましても、当初見込んでいた金

額よりも助成の……済みません。自主防災助成金の減額であり
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ますけれども、当初見込んでいた金額よりもそれぞれ実績のほ

うで下がったということでの減額というふうなことでございま

す。 

 それから、生活経済の部分につきましても、当初見込んでお

りました金額よりも実績として下がったというふうなことか

ら、この分を減額したというふうなことでございます。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 公債費の財源の内訳でありますけれども、今ちょっとわかり

ませんので、後で報告させていただきたいと思います。 

 

 馬場議長  ６番、よろしいですか。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 入札残であれば減額するというふうなことでわかります。た

だ、この育成支援助成とか復興支援助成というのは、当初見込

んだとおり、事業が執行されていないというふうな形でこの減

額になったのじゃないかなと私は思うわけです。 

 やはり、自主防災組織も結構広報を見れば組織されておりま

すけれども、今実際にそれを活動するメンバー、若い人とか支

える者が非常に町内に少なくなってきているというふうな実態

をちゃんと精査しなければ、ただつくればいいというものでは

ないのではないか。やはり、機能しなければ私は用をなさない

というふうな気もしますので、この辺についても予算計上する

際も、やはりきちっとした地域的な実情、そういうふうなもの

を把握しながら予算計上しないと、こういうふうな形で最後に

こういうふうな不用額が出てくるというふうなことになれば、

もっとこの金をほかのほうに回すことによって行政効果という

のは高まっていくというふうな気もしますので、この辺につい

ては慎重に対応してほしいというふうに思います。 

 答弁は要りません。以上です。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番  ２８ページの農林水産業費の中の農業振興費でしたが、区分
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（ 山 忠議員） １９負担金補助及び交付金の中のマイナス１９０万円ですか。

米価下落対策経営安定助成金ということで、これはなぜこうい

うふうに使われなかったんでしょうね。その理由をちょっと教

えていただけますか。 

 それから、もう一つ、２９ページの商工費の中の観光費、区

分１３委託料、おいらせ音頭浴衣製作委託料、これについても

１１７万９，０００円ですか、マイナスになっていますけれど

も、この理由もちょっと教えていただけますか。 

 

 馬場議長  農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（松林政彦君） 

 では、お答えいたします。 

 これは１２月に補正いたしまして、補正の際は、全稲作農家

分で計算して予算を整理しておりました。 

 全農家ということで、飯米農家と自主米の農家がありまして、

その分、全部ひっくるめての補正予算でしたので、受け付けし

た結果、全員で６５０名なんですけれども、最終的には４３０

名が申請して、合計で４４６万３，６９５円を支払いしており

ます。その残数が１９０万円ということで減額しております。 

 以上です。 

 

 馬場議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（澤田常男君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 浴衣のほうにつきましては、男物・女物合わせて２００着の

浴衣を製作するということで、浴衣、それから帯、それからい

ぐさ踊り傘のほうを入札によりまして製作委託したわけなんで

すが、その入札残がありましたので、今回、専決で減額させて

いただきました。 

 以上でございます。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠議員） 

 稲作のほうについては少ないというふうなことで、これは十

分各戸に連絡がちゃんとついた上でのこういうふうな結果だっ
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たんでしょうね。 

 ということは、これは稲作をやらなくなった方が多く出たと

いうことなんでしょうか。それとも、ほかからの助成金を使っ

たということなんでしょうか。 

 それから、浴衣のほうについては、これは１着幾らぐらいで

つくって、こんなに１００何万円残るということはちょっと考

えられないような数字なんですけれども、どうなんですか。 

 

 馬場議長  答弁を求めます。 

 農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（松林政彦君） 

 先ほどの質問ですけれども、全農家に対しての申請を受け付

けした結果、やはり、飯米農家だけが対象になりますので、そ

の分でこの分の余分な予算が出てきたということで、申請につ

いては４回、１２月２４日からと、２月１３日、３月９日、３

月２３日と４回、一応再募集した結果がこの数字となっており

ます。 

 以上です。 

 

 馬場議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（澤田常男君） 

 お答えいたします。 

 当初の予算では２００着で一式６００万円で当初予算を計上

しております。それが、入札によりまして、先ほどの４８２万

２５６円で落札されましたので、その分の１１７万９，０００

円ほど減額させていただきましたが、当初は、１着というんで

すか、１セットというんですか、３万円弱で見込んでおりまし

た。それが、実際に入札によって、１セット当たり２万４，０

００円程度でできたということでございます。（「わかりました」

の声あり） 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 ５番。 

 

質疑 ５番  山議員に先回られたんですけれども、この第６款農林水産
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（田中正一議員） 費の農業振興費、同じく１９０万円ほど余ったという、減額さ

れているということ、これは平成２７年度の種子の助成をやっ

てくれませんかということでお願いしてあったんですけれど

も、「近隣の市町村を見て、うちのほうも対処します」という答

えだったんですけれども、各近隣の市町村は今どうなっている

のか、そこをお聞きしたいと思います。 

 

 馬場議長  答弁を求めます。 

 農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（松林政彦君） 

 詳細については、今のところ資料がありませんので、後刻報

告したいと思います。 

 一応、当初予算には、近隣の状況を見ての補正対応をしたい

ということで回答しておりました。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ５番。 

 

質疑 ５番 

（田中正一議員） 

 どこの農業地帯といえば変ですけれども、第一次産業、きょ

うのニュースにもありましたけれども、津軽のほうにもこの米

価下落の問題、種子の問題、さまざま「青天の霹靂」の問題も

ニュースなんかに今出てきております。幾らかでも、この農林

水産業、やはり町のほうでも力を入れて、これから練られて育

てていくというような気持ちで行かないと、来年の見通しもつ

かないわけですよ、まだ。飼料米に取り組めばいいというんで

すけれども、もう値段は決まっているからということでですね。 

 ただ、国民の声は、これから一般米をやらなくなると私たち

の食料はどうなるんですかということ。やはり、我々は国民の

命を守るための農業をやっていると、私は自負しているんです。

やはり、その米価下落対策も、それは保険を掛けていかなけれ

ばならない。さまざまな問題で、またその場合の保険も掛ける

ことにしておりますけれども、何とか町のほうもこの一次産業、

農林水産業、力を入れて、どういうふうにやったら地域が生き

残れるか。そうでなくても、今、厳しい過疎というような声が

聞こえてきております。 
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 やはり、一次産業、企業も来ない、何とか若い人たちの担い

手も育てていかなければならないということを町当局のほうも

考えていただきたいなと思っていますが、その辺のところをお

聞きしたいと思います。 

 

 馬場議長  答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 まさに、田中議員がおっしゃるとおり、米、農業振興対策と

いうのは本腰を入れてやらなければならないと、同じ考えでご

ざいますので、農業振興につきましては、さらにまた皆さんと

一緒に力を入れて、やはり、おいらせ町ならずとも、全国とも

米価下落はもう深刻な問題でございますので、国県も力は入れ

てくるとは思いますけれども、私ども情報発信をしながら、県

国を動かす、そういったことで、トータルでの米農家を守って

いかなければならないというふうには、これはもう当然である

と思いますので、やはりみんなで。とにかく米を食べてもらわ

なければ困りますものね。それには、とにかく日本の全体の食

べる量は減っているというのは、もう誰もが認めることだけれ

ども、観光客をふやすと日本食のおいしいのに飛びついてきて、

これも１つの消費拡大につながりますので、これも外務省とか

いろいろな観光誘客、観光産業に力を入れることによって、余

計、米が主食の消化が多くなるということが、これはもう確実

視されるわけでございますので、世界一おいしいのが日本米だ

そうですから。どこに行っても日本米。ところが、まだまだま

だ、今のネパールの震災あっても米が届かないでしょう。あれ

なんか、古古米でもいいから持っていってあげればいいといっ

たって、ＯＤＡのお金で買って、どうしてあれ持っていかない

ものなんだかね。不思議でならないんですがね。とにかく、話

が横に行って済みません。 

 そういったことで、農業についてはおいらせ町もしっかりと

農業振興に力を入れていきたいというふうに思っておりますの

で、頑張りましょう。 

 

 馬場議長  ５番。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－４６－ 

 

質疑 ５番 

（田中正一議員） 

 最後になりましたけれども、この間苗代検討会があったんで

すけれども、そのときに、私がちょこっと普及所のほうにお話

ししたんですが、今、この米価下落対策についても、直播でや

ってくれないかということで、奨励金もたしか出ていると思い

ます。 

 ただ、これはやるについても、やはり種子の、町のほうも、

国もやっているんですけれども、助成ということも考えていか

ないと、これからですね。もう心配でやっていけないという人

があるんですよ、取り組みに。県のほうで「青天の霹靂」も、

これからは直播の、もうハウスといえば大変ですから、やれな

いのかといったら、まだやっていません。青森のほうでもやっ

ていません。何で青森のほうは、また話がずれたんですけれど

も、やはり直播をやって、やらせていくというためには、やは

り普及所、県からも町のほうで要請して、みんなで取り組むに

はどうしてこの農地を守っていくか、直播しかないとなったら、

それを県でも国でも、今国では進めているんですけれども、県

でも町でも進めていくにはどういうふうにして進めていったら

いいか。これが１反歩単位ではどうにもなりません。５，００

０歩単位とか。なるんですよ。水管理がすごいですから。 

 これ、最後になったんですが、これからまた一般質問でもち

ょこっと言わせてもらいたいなと、こう思っていましたので、

町のほうも、この一次産業、少ししっかりとして締めてやって

いただきたい。今の町長の答弁、本当に力にしていますので、

ひとつよろしくお願いします。終わります。 

 

 馬場議長  答弁はいいですか。（「はい、いいです」の声あり） 

 ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、第６款から第１２款までについての質疑を終わ

ります。 

 以上で、歳出についての質疑を終わります。 

 

時間延長 馬場議長  審議の途中ですが、時間延長をいたします。 
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 馬場議長  次に、給与費明細書及び地方債に関する調書についての質疑

を受けます。３９ページから４２ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、給与費明細書及び地方債に関する調書について

の質疑を終わります。 

 次に、第２表、地方債補正についての質疑を受けます。５７

ページです。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、第２表についての質疑を終わります。 

 以上で、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第８号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第２２、報告第９号、専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件は、平成２６年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 環境保健課長。 

 

 環境保健課長 

（松林由範君） 

 それでは、報告第９号についてご説明申し上げます。 

 事項別明細書の１ページから１１ページになります。 

 本件は、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０６５万

５，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２７

億９，３６６万５，０００円としたものであります。 

 その主な内容を申し上げますと、歳出においては、事業等の確

定に伴い、保険給付費及び共同事業拠出金を減額し、基金積立金を

増額したものであります。 
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 一方、歳入においては、交付決定等による額の確定に伴い、国民

健康保険税、国庫支出金及び療養給付等交付金を増額したほか、共

同事業交付金及び繰入金を減額したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入全款についての質疑

を受けます。３ページから７ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

 次に、歳出全款についての質疑を行います。８ページから１

１ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、歳出全款についての質疑を終わります。 

 次に、給与費明細書についての質疑を受けます。１３ページ

です。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

 以上で、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第９号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第２３、報告第１０号、専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 
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 本件は、平成２６年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計

補正予算（第３号）について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 学務課長。 

 

 学務課長 

（泉山裕一君） 

 報告第１０号についてご説明申し上げます。 

 補正予算に関する説明書の１５ページから１８ページをごら

んください。 

 本件は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２

万５，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を１，６８２万

３，０００円とするものであります。 

 その内容について申し上げますと、歳出については、１２件

の寄付金があったことにより基金積立金を２２万５，０００円

増額するものであります。 

 一方、歳入におきましては、寄付金収入を２２万５，０００

円増額するほか、貸付金収入も４５万円増額し、それに伴い、

基金繰入金を減額調整するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出全款についての

質疑を受けます。１７ページ、１８ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第１０号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 
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 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第２４、報告第１１号、専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 本件は、平成２６年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 報告第１１号についてご説明申し上げます。 

 議案書の６６ページから６９ページをごらんください。 

 本件は、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ７３０万４，

０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億８，

０１２万５，０００円としたものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、建設事業費及び公

債費の確定に伴う減額であり、歳入では、一般会計からの繰入

金を減額したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出全款についての

質疑を受けます。２１ページから２３ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 次に、給与費明細書についての質疑を受けます。２５ページ

です。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

 以上で、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第１２号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第２５、報告第１２号、専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 本件は、平成２６年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第４号）について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 報告第１２号についてご説明申し上げます。 

 議案書の７０ページから７３ページをごらんください。 

 本件は、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ８１万２，０

００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，３３

２万９，０００円としたものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、建設事業費及び公

債費の確定に伴う減額であり、歳入では、一般会計からの繰入

金を減額したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出全款についての

質疑を行います。２９ページから３０ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 次に、給与費明細書についての質疑を受けます。３１ページ

です。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 馬場議長  なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

 以上で、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第１３号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第２６、報告第１３号、専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 本件は、平成２６年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算

（第４号）について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

 報告第１３号についてご説明申し上げます。 

 議案書の７４ページから７８ページをごらんください。 

 本件は、既定予算の総額から８１２万３，０００円を減額し、

予算の総額を２１億１，９８７万８，０００円としたもので、

去る３月３１日付で専決処分を行ったものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、精査により保険給

付費を減額し、歳入では、県支出金を増額、繰入金及び町債を

減額したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入全款についての質疑

を受けます。３５ページから３９ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 馬場議長  なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

 次に、歳出全款についての質疑を行います。４０ページから

４４ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、歳出全款についての質疑を終わります。 

 次に、給与費明細書及び地方債に関する調書についての質疑

を受けます。４５ページから４７ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、給与費明細書及び地方債に関する調書について

の質疑を終わります。 

 次に、第２表地方債補正についての質疑を受けます。議案書

のほうの７８ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、第２表についての質疑を終わります。 

 以上で、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第１３号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 日程第２７、報告第１４号、専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 本件は、平成２６年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 環境保健課長。 

 

 環境保健課長  それでは、報告第１４号についてご説明を申し上げます。 
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（松林由範君）  議案書の７９ページから８２ページ、事項別明細書の４９ペ

ージから５２ページです。 

 本件は、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ５７万円

を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５，６３８万９，

０００円としたものであります。 

 その主な内容を申し上げますと、歳出においては、額の確定

により、後期高齢者医療広域連合納付金及び諸支出金を減額し、

一方、歳入においては、後期高齢者医療保険料及び諸収入を減

額したものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳入歳出全款についての

質疑を受けます。５１ページから５２ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第１４号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 １時間経過しましたが、１０分程度休憩いたしましょうか。

（「やる、やる」の声あり）続行でいいですか。（「はい」の声あ

り） 

 それでは続けます。 

 日程第２８、報告第１５号、専決処分の報告についてを議題

といたします。 

 本件は、損害賠償の額の決定について、報告する件でありま
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す。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

 総務課長 

（田中富栄君） 

 それでは、報告第１５号についてご説明申し上げます。 

 議案書の８３ページから８５ページです。 

 本件は、損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、平成２７年３月６日付で専

決処分を行いましたので、その報告をいたします。 

 専決処分の内容は、平成２７年２月１８日午後０時１０分頃、

おいらせ町西下谷地地内において、町が管理する道路に生じた

穴に、相手の所有する軽自動車の左前輪が落ち、左フロントバ

ンパーを破損させたものであります。損害賠償の相手方は、町

内の方であり、損害賠償額は１万３，５００円であります。 

 車両損害にかかわる賠償金については、全国町村会総合賠償

保険で行っておりまして、過失割合が相手に５０％あるとの保

険会社の査定から、車輌の修理代２万７，０００円の５０％に

当たる１万３，５００円を支払うものであり、全額保険で賄う

ものであります。 

 以上で報告を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第１５号を終わります。 

 日程第２９、議案第４７号 おいらせ町監査委員の選任につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 本案は、地方自治法第１１７条の規定によって、除斥対象事

件となっておりますので、川口弘治議員の退場を求めます。 

  （川口弘治議員 退席） 

 馬場議長  当局の説明を求めます。 

 町長。 
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 町長 

（三村正太郎君） 

 それでは、議案第４７号 おいらせ町監査委員の選任につき

同意を求めることについて、ご説明を申し上げます。 

 本案は、川口弘治氏を引き続き議員選出の監査委員として選

任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議

会の同意を求めるため、提案するものであります。 

 ご承知のとおり、同氏は平成２３年５月から町監査委員とし

てその職務を適切に遂行してこられ、経験・識見ともに監査委

員としてふさわしいと考えるものであり、何とぞ皆さまの満場

のご同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第４７号について採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 川口弘治議員の入場を許します。 

  （川口弘治議員 着席） 

 馬場議長  川口弘治議員にお知らせします。 

 採決の結果、議会選出のおいらせ町監査委員に同意すること

に決定したのでご報告します。 

 日程第３０、委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを

議題といたします。 

 総務文教常任委員長、産業民生常任委員長及び議会運営委員

長から、所管事務、所掌事務の調査について、会議規則第７５

条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉

会中の継続調査の申し出がありました。 
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 お諮りします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定しました。 

 

日程終了 

 

馬場議長  以上で、本臨時会の会議に付された事件は、すべて議了いた

しました。 

 ここで、町長から発言したい旨の申し出がありましたので、

これを許します。演壇にてお願いします。 

 

町長挨拶 町長 

（三村正太郎君） 

 平成２７年第１回おいらせ町議会臨時会におきまして、議員

各位には、ご多用のところ、ご参集いただき、また、提案いた

しました全議案を議決賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

 議案審議の過程でいただきましたご意見、ご提言を十分に踏

まえ、町政運営に努めてまいりたいと存じます。 

 さて、天候に恵まれたゴールデンウィークが終わりました。

春まつりを開催しておりましたいちょう公園・下田公園でも、

たくさんの来場者でにぎわったことと思います。 

 そして、今月３０日土曜日、３１日日曜日の２日間にわたっ

て、第３８回上北郡総合体育大会が、昨年度に引き続き、おい

らせ町を主会場に開催されます。年に一度の上北郡７町村のス

ポーツの祭典でもあり、郡内町村の体育関係者が一堂に会し、

熱戦を繰り広げられることが期待されます。 

 議員各位におかれましては、ぜひとも会場に足を運んでいた

だき、激励し、大会を盛り上げていただければ幸いに存じます。 

 最後になりますが、議員の皆様には健康に十分留意されまし

て、ご活躍されますようご祈念申し上げ、簡単ではございます

が閉会に当たっての挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

 

閉会宣言 馬場議長  これで会議を閉じます。 

 これをもちまして、平成２７年第１回おいらせ町議会臨時会
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を閉会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

 

 事務局長 

（中野重男君） 

 それでは、修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 着席ください。 

 

  （閉会時刻 午後３時５３分） 
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